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平成２５年９月２日 

開議 １０時００分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。只今の出席議員は、１５名であります。 

 それでは、これより、平成２５年第３回豊前市議会定例会を開会し、直ちに本日の会

議を開きます。 

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から９月２５日までの２４日

間といたします。これに、ご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、会期は、２４日間と決定いたしました。 

 続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、７番 岡本清靖議

員、８番 榎本義憲議員を指名いたします。 

 日程第３ 諸般の報告をいたします。 

監査委員より、平成２５年５月分から７月分までの出納例月検査の報告が届いておりま

す。各報告書につきましては、事務局に保管しておりますので、ご了承願います。 

 以上で、報告を終わります。 

 日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会には、市長から、議案１４件、報告７件が提出されております。これらを一括

上程し、議題といたします。 

 市長に、提案理由の説明を求めます。 

○市長 後藤元秀君 

 皆さん、おはようございます。本日、ここに、平成２５年第３回豊前市議会定例会を

招集いたしましたところ、議員各位には、公私共にご多用のところ、ご臨席を賜り、誠

にありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案は、予算案件２件、決算案件１０件、その他の案件２

件、報告案件７件の計２１件であります。 

 それでは、議案の順序により、ご説明申し上げます。 

 議案第５１号は、市町の境界の変更についてであります。土地改良法第８５条第１項

に規定する県営土地改良事業（区画整理）の実施に伴い、市町の境界を変更する必要が

生じたので、地方自治法第７条第１項の規定により、福岡県知事に申請するため、同条

第６項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 
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 議案第５２号は、市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議についてであります。 

 地方自治法第７条第５項の規定により、豊前市と築上郡築上町の境界変更に伴う財産

処分に関し協議をすることについて、同条第６項の規定により、市議会の議決を求める

ものであります。 

 議案第５３号は、平成２５年度豊前市一般会計補正予算（第１号）であります。 

今回の補正予算は、市政運営上、緊急に必要とされる経費等について、所要の措置をい

たしたところであります。その補正額は、１億４１２７万５０００円で、補正後の予算

総額は、１１６億４２５７万５０００円であります。 

 歳出の目的別補正の概要について、ご説明申し上げます。 

 ２款総務費に、３２２９万８０００円の補正であります。その主なものは、過誤納還

付金３１３５万２０００円の補正であります。 

 ４款衛生費に、風しん予防接種助成金３９５万円の補正であります。 

 ５款労働費に、職業訓練センター改修工事、６１７万６０００円の補正であります。 

 ６款農林水産業費に、８４１万１０００円の補正であります。その主なものは、ため

池整備事業４４０万円、山村振興事業２８５万６０００円、水産振興費１１５万５００

０円の補正であります。 

 ７款商工費に、６６８４万１０００円の補正であります。その主なものは、小石原工

業団地外周道路整備事業６２４５万１０００円、工業用地造成事業３００万円の補正で

あります。 

 ８款土木費に、１８９４万２０００円の補正であります。その主なものは、道路補修

費１８９０万円を補正するものであります。 

 １０款教育費に、４６５万７０００円の補正であります。スクールサポーターの配置

に１０７万７０００円、県道犀川豊前線発掘調査事業３５８万円の補正であります。 

この補正予算の財源は、歳出補正に伴う国・県支出金等の特定財源のほか、一般財源と

して平成２４年度繰越金、地方交付税を、それぞれ措置いたしたところであります。 

 議案第５４号は、平成２５年度豊前市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）

であります。その補正額は、工業用水道管敷設負担金３００万円で、補正後の予算総額

は６６２万８０００円であります。 

 議案第５５号から第６１号までは、平成２４年度の決算の認定に関する議案でありま

す。同議案に係る一般会計のほか、６特別会計の主要施策の概要及び成果等につきまし

ては、別冊に記述のとおりでありますので、詳細の説明は省略させて頂き、会計別の決

算等について、そのあらましを申し上げます。 

 議案第５５号 豊前市一般会計の最終予算額は、１３０億４７９８万１０００円であ

ります。これに対し、歳入決算額は、１２１億１１４万９５３０円で、予算に対する収
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入率は、９２．７％、歳出決算額は、１１８億８００３万２１１円で、対予算の執行率

は、９１．０％、歳入歳出差引２億２１１１万９３１９円の形式黒字となっていますが、

翌年度への繰越財源を差し引きした実質収支額は、１億２３３６万４３１９円の黒字決

算となっております。 

 このうち、８０００万円は、地方自治法第２３３条２及び財政調整基金条例第２条第

１項の規定に基づき、積立をいたしております。 

 議案第５６号 豊前市国民健康保険事業特別会計の最終予算額は、３８億７５２２万

７０００円であります。これに対し、歳入決算額は、３８億５８２８万７８７３円で、

予算に対する収入率は９９．６％、歳出決算額は、３５億８８８４万２４４９円で、対

予算の執行率は、９２．６％、歳入歳出差引２億６９４４万５４２４円の黒字で、翌年

度繰越金となっています。 

 議案第５７号 豊前市後期高齢者医療事業特別会計の最終予算額は、４億３６２５万

６０００円であります。これに対し、歳入決算額は、４億２４２６万１２４８円で、予

算に対する収入率は、９７．３％、歳出決算額は、４億９５８万４０１８円で、対予算

の執行率は、９３．９％、歳入歳出差引１４６７万７２３０円の黒字で、翌年度繰越金

となっています。 

 議案第５８号 豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の最終予算額は、３５２２万

２０００円であります。これに対し、歳入決算額は、３３２万１２２９円で、予算に対

する収入率は、９．４％、歳出決算額は、３４５５万８３１１円で、対予算の執行率は

９８．１％、歳入歳出差引３１２３万７０８２円の歳入不足となっておりますので、翌

年度より繰上充用いたしております。 

 議案第５９号 豊前市営駐車場事業特別会計の最終予算額は、７３０万円であります。

これに対し、歳入決算額は、９７７万９７９４円で、予算に対する収入率は、１３４．

０％、歳出決算額は、７２８万６０６９円で、対予算の執行率は、９９．８％、歳入歳

出差引２４９万３７２５円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

 議案第６０号 豊前市バス事業特別会計の最終予算額は、４０１７万３０００円であ

ります。これに対し、歳入決算額は、３９４９万９０８１円で、予算に対する収入率は、

９８．３％、歳出決算額は、３９４９万９０８１円で、対予算の執行率は、９８．３％

で、歳入歳出は同額となっております。 

 議案第６１号 豊前市工業用地造成事業特別会計の最終予算額は、２６６２万８００

０円であります。これに対し、歳入決算額は、２２１９万１２６５円で、予算に対する

収入率は、８３．３％、歳出決算額は、１９万１２６５円で、対予算の執行率は、０．

７％、歳入歳出差引２２００万円の形式黒字となっておりますが、全額を翌年度への繰

越財源としたため、実質収支額は０円となっております。 
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 議案第６２号 豊前市水道事業会計の平成２４年度の決算は、収益的収支では、収入

５億３４８８万５６５５円に対し、支出４億９１５９万５６５５円であり、消費税を除

いた当年度純利益は、４０８７万５７７３円となっております。なお、営業外収入につ

きましては、当年度会計補助金及び業務受託収益による収益であります。特別損失につ

きましては、固定資産除却損に伴う過年度損益修正１７６万１００円となっております。 

また、資本的収支では、収入８３５８万７３５０円に対し、支出１億６３０８万４７

３９円であり、差引７９４９万７３８９円の不足が生じておりますが、この不足額につ

きましては、企業債償還元金に充当するための減債積立金３５９万３７９０円の取り崩

し、過年度分損益勘定留保資金９万３０４０円、当年度分損益勘定留保資金７２５７万

５０２０円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２３万５５３９円で補

てんしたところであります。 

 事業面では、配水管布設と東九州道建設関連工事、漏水防止対策も含めた布設替工事

１６工事、工事延長１２３８．８ｍ、及び老朽化していた取水設備の改修等を実施いた

しました。また、第８期拡張事業につきましては、５工事、工事延長９７３．７ｍを実

施いたしました。今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力してまいる所存

であります。 

 議案第６３号 豊前市下水道事業特別会計の決算であります。 

 まず、豊前市公共下水道事業について、平成２４年度の決算は、収益的収支では、収

入４億９５０万４３８９円に対し、支出４億６３３０万３２７８円であり、消費税を除

いた当年度純損失は、６０３３万２４９７円となっております。なお、営業外収入につ

きましては、当年度他会計補助金等による収益であります。 

 諸経費の節減と有収率の向上に努めましたが、支出の主な要因は、有形固定資産の減

価償却によるものであります。 

 また、資本的収支では、収入２億２０６５万８７００円に対し、支出４億１２６７万

２８１９円であり、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額２６０万円を除き、

差引１億９４６１万４１１９円の不足が生じておりますが、この不足額につきましては、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３０万９３８１円、過年度分損益勘

定留保資金１億８９６０万４７３８円、繰越工事資金２７０万円で補てんしたところで

あります。 

 事業面では、面整備による汚水管渠建設工事、管渠延長６３１．７ｍ、神明地区浸水

対策工事、浄化センター建設工事等を実施いたしました。 

 続いて、豊前市農業集落排水施設事業について、平成２４年度決算は、収益的収支で

は、収入２６８９万４１７０円に対し、支出３３００万８１２８円であり、消費税を除

いた当年度純損失は、６１１万３９５８円となっております。なお、営業外収入につき
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ましては、当年度他会計補助金による収益であります。 

 諸経費の削減に努めましたが、支出の主な要因は、有形固定資産の減価償却費による

ものであります。 

 また、資本的収支では、支出１２５４万４８３２円であり、１２５４万４８３２円の

不足が生じておりますが、この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金１２

５４万４８３２円で補てんしたところであります。 

 今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力してまいる所存であります。 

 議案第６４号 豊前市東部地区工業用水道事業会計の平成２４年度決算は、収益的収

支では、収入１５７７万１４３３円に対し、支出１５６１万４００８円であり、消費税

を除いた当年度分純利益は、１５万７４２４円となっております。なお、営業外収入に

つきましては、業務受託収益による収益であります。 

 また、資本的収支では、収入４２６万１４４０円に対し、支出４２６万１４４０円で

あり、不足は生じておりません。 

 報告第５号は、平成２４年度豊前市の財政の健全化判断比率について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

報告するものであります。 

 健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率は、いずれも国の早期健全化基準を大きく下回っており、健全な財政状況にある

と判断されました。 

 報告第６号は、平成２４年度豊前市工業用地造成事業特別会計の資金不足比率につい

て、報告第７号は、平成２４年度豊前市水道事業会計の資金不足比率について、報告第

８号は、平成２４年度豊前市下水道事業特別会計の資金不足比率について、報告第９号

は、平成２４年度豊前市東部地区工業用水道事業会計の資金不足比率についてでありま

す。 

 各会計の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条

第１項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて報告するものであります。 

 各会計における資金不足比率については、資金不足を生じた会計がないため、いずれ

も経営健全化基準に該当しておりません。 

 報告第１０号は、平成２４年度豊前市繰越精算書の報告について、地方自治法施行令

第１４５条第２項の規定により、報告するものであります。 

 報告第１１号は、豊前市土地開発公社の平成２４年度事業及び決算並びに平成２５年

度事業計画及び予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、報告す

るものであります。 

 以上、提出議案の概要について申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上緊急か
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つ必要な案件でありますので、議員各位におかれましては、慎重にご審議のうえ、速や

かにご議決下さいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、議案の上程並びに提案理由の説明を終わります。 

 次に、今定例会に提案されております決算認定案件に関し、監査委員に審査の概要に

ついて報告を求めます。矢鳴監査委員。 

○監査委員 矢鳴 学君 

 おはようございます。今回、審査に付されました、平成２４年度豊前市一般会計、特

別会計歳入歳出決算、及び公営企業会計の決算の審査結果の報告、並びに財政健全化判

断比率、資金不足比率の審査の概要について、ご報告いたします。 

 審査は、本年６月３日から８月１２日まで、榎本監査委員とともに実施をいたしまし

た。詳細につきましては、別冊審査意見書がありますので、省略をさせて頂きます。 

 はじめに、平成２４年度豊前市一般会計歳入歳出決算は、前年度と比べ、歳入におい

て４億７０９５万７０００円、歳出において５億７２４万４０００円の増額決算となっ

ております。 

実質収支は、一般会計では、１億２３３６万４０００円の黒字でありますが、前年度

比では、９３３０万１０００円の減、実質単年度収支は、４３７６万９０００円の黒字

で、前年度と比べ、１億８８２１万３０００円の大幅な減となっております。 

 また、本年は、実質収支の赤字を避けるため、財政調整基金が１億８０００万円取り

崩されております。実質的実質収支は、赤字決算となっております。なお、実質収支額

１億２３３６万４０００円のうち８０００万円は、地方自治法及び財政調整基金条例の

規定に基づいて積立てられております。 

 特別会計では、住宅新築資金等貸付事業会計は赤字となっておりますが、その他の会

計は黒字、あるいは収支が均衡しており、特別会計を合計した実質収支は、２億５５３

７万９０００円の黒字でありますが、前年度と比べると、４５８９万円の減で、国保会

計が単年度赤字５０４０万４０００円によるものであります。 

 次に、一般会計の歳入を財源で前年度と比べてみますと、自主財源が２億３６５２万

７０００円、依存財源が２億３４４３万円と同程度の額の伸びで、近年は微増ながら自

主財源の増高傾向が見受けられます。しかし、自主財源の比率は３６％台で、高いとは

言えず、根幹となる税を除きまして、安定的な収入とは見込めない諸収入、基金取り崩

しを主とした繰入金、将来的負担の残る市債などの額が大きく不安要因となります。 

 また、依存財源においても、地方交付税の増は見込みにくく、公共事業の増減により、

国・県支出金、市債の変動が生じるなど、不安定要素があり、安定した持続性のある自

主財源確保の努力が望まれます。 
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 歳出の性質別経費では、義務的経費が９８６３万２０００円減となっておりますが、

投資的経費は４億９７１９万３０００円、その他の経費で１億８６８万４０００円の増

となっております。義務的経費の減は、退職職員数の減、議員定数の減などによるもの

であります。 

 投資的経費は、社会資本整備総合交付金事業の１億８４４万６０００円の減などがあ

りますが、防災行政無線整備事業費が２億６９６６万１０００円、八屋小学校校舎改修

工事費１億１３３４万６０００円、街路事業宇島自由通路事業費１億９９７３万１００

０円、災害復旧事業費が１億５０４２万８０００円の増などによるものであります。 

 普通会計でみる財政指標のうち、財政構造の硬直化、弾力性を判断する経常収支比率

は、９２．６％で、前年度より０．１％の増で、微増ながら前年に引き続き上昇してお

ります。その主な要因としては、経常的支出は、前年度に対して５８６８万２０００円

と減額でありますが、経常的収入が７１７７万３０００円の減と歳出減を上回ったこと

によるものであります。 

 歳入の減は、市税など一部増収はあるものの、臨時財政対策債を含む実質地方交付税

が６２０１万８０００円減額になったことが影響していると思われます。 

 また、歳出では、扶助費、物件費で１億円相当の増はあるものの、人件費で議員定数

の減、退職職員数の減などにより、８７４５万７０００円、公債費の償還が８１６８万

３０００円減など、経常経費の削減努力は伺えます。しかし、歳入は、国の政策や社会

情勢による変動で、予測困難なところはありますが、自治体自らの経営努力も大きく影

響してまいります。前年比微増ではありますが、財政力指数と併せてマイナス傾向にあ

り、今後を注視していく必要があると思われます。 

 特別会計においては、国民健康保険事業会計は、単年度収支が５０４０万４０００円

の赤字で、翌年度への繰越金が２億６９４４万５０００円となっております。主たる要

因として、前期高齢者交付金は増額となっているものの、療養費の伸びが１人当たり２

万７０００円相当になったことによると考えられます。一方、後期高齢者医療は１人当

たりの単価は下がっておりますが、被保険者が年々増加しており、療養費の増額は増加

傾向で、一般会計の繰出金も年々増えており、今後懸念されるところであります。 

 次に、公営企業会計についてでありますが、収益的収支は、水道事業会計及び東部地

区工業用水道事業は、黒字決算を持続しておりますが、下水道事業特別会計の公共下水

道事業及び農業集落排水施設事業は、赤字決算となっております。 

 水道事業は、前年度に続き増収増益で、過年度損益修正による損失と、市補助金が前

年に続き５００万円削減されるなかで、純利益は４０８７万６０００円で、前年度より

２２３１万２０００円の増となっておりますが、資本的収支の不足を補うために、減債

積立金を３５９万４０００円取り崩しており、実質的純利益は３７２８万２０００円と
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なります。 

 また、投資的経費の不足を補う補てん財源は底をつき、前年に引き続き減債積立金を

取り崩し対応しており、収益的収支は改善の方向にあるものの、投資的経費のあり方に

ついて検討する必要があると思われます。 

 下水道事業特別会計の２事業は、いずれも赤字決算で、年々累積赤字は増えておりま

すが、公共下水道事業の赤字幅は、対前年比２２４２万８０００円減額となっておりま

す。市補助金、営業収益の増と減価償却費、支払利息の減が主なものであります。 

 農業集落排水事業は、薬師寺分譲地売却による増収は見込めるものの、一般会計から

の補助金で流動資産に不足を生じないよう補てんされる状況が、今後も続くものと考え

られます。 

 東部地区工業用水道事業の純利益は１５万７０００円で、前年度比１３７万３０００

円と大幅な減額になっております。公営企業間の業務量と経費の見直しによるものであ

り、業務の実態を反映したものと思われます。  

 最後に、審査に付されました健全化判断比率、資金不足比率の概要について、ご報告

いたします。 

 審査に付されました健全化判断比率のうち、実質収支赤字比率、連結実質赤字比率に

つきましては、ともに赤字額がなく、具体的な数値は表示をしておりません。実質公債

費比率は改善しておりますが、将来負担比率は微増ながら上昇しております。しかし財

政運営上、特に支障はないと考えます。 

 また、公営企業会計等の資金不足比率につきましては、いずれの会計も資金不足を生

じていないことを報告して終わります。 

○議長 磯永優二君 

 これで、監査委員の報告を終わります。 

 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

 一般質問は、今月９日及び１０日の２日間を予定しております。なお、議案に対する

質疑は、一般質問２日目に行います。 

一般質問並びに議案に対する質疑のある方は、本日午後５時までに発言通告書の提出

をお願いいたします。 

発言の順序は、通告書提出の順序といたします。 

 それでは、本日は、これをもって散会といたします。お疲れ様でした。 

散会 １０時３１分 


